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《資料１－①》

登 国 第 ２７６７ 号

令和 ３年 １月１８日

市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会 長 横 尾 逸 郎 様

登別市長 小笠原 春一

国民健康保険税率の改正について（諮問）

国民健康保険税に関する登別市税条例の一部改正について、別紙のとおり協

議会の意見をいただきたく諮問します。



《資料１－②》

諮 問 事 項

１．国民健康保険税率の改正について

（１）国民健康保険税の税率を次のように改正する。

※・所得割～前年の所得に応じて課税する率。

・均等割～国保加入者の一人当たりの年間税額。

・平等割～国保加入世帯の一世帯当たりの年間税額。

※介護分は年齢が４０歳～６４歳までの被保険者に課税。

（２）施行日 令和３年４月１日

区 分 令和２年度 令和３年度 増 減 額

医

療

分

所 得 割 ９．１０％ ８．９０％ －０．２０％

均 等 割 ３０,０００円 ２８,０００円 －２,０００円

平 等 割 ２９,０００円 ２７,０００円 －２,０００円

介

護

分

所 得 割 ２．５０％ ２．３０％ －０．２０％

均 等 割 ８,７００円 ８,７００円 －円

平 等 割 ５,９００円 ５,１００円 －８００円

後
期
支
援
分

所 得 割 ２．９０％ ２．９０％ －％

均 等 割 ８,４００円 ８,２００円 －２００円

平 等 割 ８,３００円 ７,９００円 －４００円

合

計

所 得 割 １４．５０％ １４．１０％ －０．４０％

均 等 割 ４７,１００円 ４４,９００円 －２,２００円

平 等 割 ４３,２００円 ４０,０００円 －３,２００円


